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関係者各位 
 

川崎市市  化局 籍住 サービス課  
 
 
    施設等に入所している方や外出困難な方を対象にしたマイナンバーカードの 

訪問型出張申請について（依頼） 
 

日頃から、マイナンバーカードの普及促進事業に御理解と御協力をいただきありがとう
ございます。 

川崎市では、令和 6 年度から、施設に入所している方や、外出困難でマイナンバーカード
の取得に支援が必要な方に円滑にカードを取得いただけるよう、訪問型出張申請事業を行
います。 
 ついては、令和 6 年 4 月以降、市の委託事業者を通じて希望施設の募集や、個別の御案
内等をさせていただきます。 

訪問型出張申請を希望される場合は、市職員及び委託事業者スタッフが施設又は個人宅
に出向いて申請のサポート及び受付を行い、カード発行後に市から申請者の住所又は施設
宛てに郵送しますので、御協力をお願いいたします。 
 
１ 実施期間 令和６年５月以降の平日 午前 10 時 午後３時 30 分 
       ※出張申請の調整は、4 月から行います。 
 
２ 内  容 施設に委託事業者から連絡させていただき、希望があれば、施設等を訪問し、

マイナンバーカード未取得者を対象としたカード作成のための写真撮影や
申請書記入のサポートを行い、暗証番号等もお預かりした上で受付します。
後日、カード発行後に申請者の希望により健康保険証の利用登録も行った
上で、申請者あてカードを簡易書留等でお送りします。暗証番号を設定しな
い顔認証カードの発行も可能です。 

 
３ その他  事前に施設管理者と協議し、動線の確認、案内の徹底等施設及び申請者の安

全管理に十分注意した上で実施いたします。 
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